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家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 

第 2-59 部：電撃殺虫器の個別要求事項 
正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
3.102 
（3.101 の下） 

(記載なし) 3.102 実効放射照度 (effective irradiance)
規定された作用曲線に従って重み付けした電

磁放射の照度。 

 取扱説明書には，機器が屋内使用

専用であるか，屋外使用にも適して

いるかを明記するとともに，次の主

旨を含めなければならない。 

 取扱説明書には，機器が屋内使用専用であ

るか，屋外使用にも適しているかを明記しな

ければならない。 

本体 

7.12 

－ 該当する場合には，ランプ及び

  スタータを交換するときに講じ

  るべき予防措置 

－ 該当する場合には，ランプ及びスタータ

  を交換するときに講じるべき予防措置 

   IEC 60417-1 の記号 5036 を使用する場

  合，その意味を説明しなければならない。
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